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タウン情報�
申� 内�問�

図
書
館
や
小
学
校
で
、
子
ど
も

た
ち
に
絵
本
を
読
ん
だ
り
、
昔
話

を
語
っ
た
り
し
ま
す
。
一
緒
に
楽

し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

図
書
館
�
７
２
３
―
０
０
１
７

問�期
日

６
月
26
日
�
〜
毎
週
日
曜

場
所

記
念
公
園
野
球
場

対
象

町
内
に
在
住
・
在
勤
・
在

学
す
る
16
歳
以
上
の
方
で
構
成
さ

れ
て
い
る
チ
ー
ム

※
個
人
で
参
加
希
望
の
方
は
、
既

存
チ
ー
ム
を
紹
介
し
ま
す
。

試
合
方
法

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式

※
組
合
せ
抽
選
会
等
詳
細
は
、
参

加
チ
ー
ム
に
直
接
連
絡
し
ま
す
。

６
月
15
日
�
ま
で
に
湯
浅

�
７
２
２
―
５
０
２
９
へ

申�

町
で
は
、
夏
休
み
期
間
中
の
児

童
ク
ラ
ブ
指
導
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

児
童
ク
ラ
ブ
は
、
昼
間
保
護
者

の
い
な
い
家
庭
の
小
学
校
低
学
年

児
童
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
の

も
の
で
す
。

内
容

児
童
の
安
全
に
配
慮
し
、

遊
び
を
通
じ
て
様
々
な
事
を
指
導

し
ま
す
。

期
間

７
月
21
日
�
〜
８
月
31
日

�
週
３
〜
４
日(

日
曜
は
除
く)

時
間

７
時
30
分
〜
18
時
30
分

（
半
日
交
代
制
）

応
募
方
法

市
販
の
履
歴
書
に

「
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
希
望
」
と
明

記
し
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え

総
務
課
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

健
康
生
活
課
児
童
係

２
１
４
３

内�

問�日
時

10
月
23
日
�
10
時
〜

場
所

獨
協
大
学
（
草
加
市
）

受
験
案
内

７
月
１
日
�
〜
30
日

�
ま
で
次
の
場
所
で
配
布

①
県
社
会
福
祉
協
議
会(

彩
の
国

す
こ
や
か
プ
ラ
ザ)

②
町
高
齢
障
害
課
お
よ
び
町
社
会

福
祉
協
議
会

③
県
介
護
保
険
課
お
よ
び
県
福
祉

保
健
総
合
セ
ン
タ
ー

受
験
資
格

保
健
・
医
療
・
福
祉

分
野
で
原
則
と
し
て
合
計
５
年
以

上
か
つ
９
０
０
日
以
上
の
実
務
経

験
を
有
す
る
方

受
付
方
法

７
月
11
日
�
〜
30
日

�
ま
で
、
簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送

受
付(

消
印
有
効)

※
持
込
不
可

費
用

受
験
手
数
料
８，

０
０
０
円

県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
研

修
・
人
材
セ
ン
タ
ー
研
修
課

�
８
２
４
―
３
１
１
１

問�

中
部
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業

地
内(

伊
奈
中
央
駅
周
辺
）
の
宅

地(

保
留
地)

を
公
売
し
ま
す
。

都
市
整
備
課
区
画
整
理
管
理

係

２
４
４
２
・
２
４
４
３

な
お
、
県
施
行
の
伊
奈
特
定
土

地
区
画
整
理
事
業(

内
宿
駅
周
辺)

の
保
留
地
公
売
も
行
い
ま
す
。

県
伊
奈
新
都
市
建
設
事
務
所

�
７
２
２
―
１
１
７
５

問�

内�

問�

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
17
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合

に
、
第
８
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て

額
面
40
万
円
、
10
年
償
還
の
記
名

国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一

人
で
す
。

１．

弔
慰
金
の
受
給
権
者

２．

戦
没
者
等
の
子

３．

戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を

有
し
て
お
り
、
か
つ
、
戦
没
者
等

と
氏
が
同
じ
で
あ
る
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

４．

右
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５．

右
記
１
か
ら
４
以
外
の
ご
遺

族
で
、
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で

引
き
続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
三
親
等
内
の
親
族

健
康
生
活
課

２
１
４
４

内�

問�
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児
童
奉
仕
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
が
ら
が
ら
ど
ん
」
メ
ン
バ
ー

夏
休
み
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員

平
成
17
年
度
埼
玉
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

町
の
宅
地
（
保
留
地
）

７
月
公
売

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

―
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
―

町
野
球
連
盟
創
立
35
周
年
記
念

町
民
野
球
大
会
参
加
チ
ー
ム

募
集
し
ま
す

ち
ょ
っ
と
お
耳
に

教育委員会では、この度｢伊奈叢書Ⅰ
戦前の村役場文書｣および「伊奈叢書Ⅱ
小室小学校日誌－明治32年５月～大正２
年３月｣を発刊いたしました。
｢伊奈叢書Ⅰ｣は、小針村・小室村の両

村の村長が、議会に対して報告を行った
｢事務報告書｣と、それに関連する小針村
の｢村長職務日誌｣、小室村の｢新体制確立

期成会関係綴｣を収録した復刻版であり、明治39年から昭
和初期にわたる小針村、小室村の両村の行政動向が克明に
記録されてあります。
また、｢伊奈叢書Ⅱ｣は、明治32年５月より大正２年３月

までの明治期を中心とした小室小学校の学校日誌の復刻版
で、学校での日常生活、行事、世相等が記されてあり、当
時の伊奈の学校教育の状況を知る手がかりとなっていま
す。
この２冊の本は、いずれも明治期より昭和初期における

伊奈町の行政、教育を知るうえで貴重な資料となっており
ます。多くの町民の方々にご覧いただくと共に、既刊の刊
行物もあわせてご利用ください。
・頒布先 教育委員会総務課 町史編集係 ２５６１内�問�

2,500円
2,500円

2,500円
2,500円
2,500円
2,000円
2,000円
2,500円
2,500円
2,000円
900円

2,500円
800円

3,500円
3,500円
3,500円
2,500円

900円

500円

1,300円

第２集 ｢伊奈町の石仏｣
第３集 ｢伊奈町の金石文 補遺『伊奈の石
仏』｣
第４集 ｢伊奈町の神社・寺院｣
第５集 ｢小室村誌｣
第６集 ｢郷土調査研究録｣
第７集 ｢地誌｣
第８集 ｢伊奈町の屋号･屋敷神｣
第９集 ｢伊奈の植物Ⅰ｣(カラ－版)
第10集 ｢伊奈の植物Ⅱ｣(カラ－版)
第12集 ｢伊奈の年中行事と人の一生｣ 
第13集 ｢伊奈の板碑｣ 
第14集 ｢伊奈の野鳥｣  
町制施行20周年記念誌｢ふるさと伊奈｣ 
伊奈町史｢通史編Ⅰ原始・古代・中世・近
世｣ 
伊奈町史｢通史編Ⅱ近代・現代｣  
伊奈町史｢民俗編｣ 
伊奈町史｢別編 仏像｣  
諸家文書マイクロフィルム目録 Ⅰ－平川
家・齋藤家－

伊奈叢書Ⅰ｢戦前の村役場文書｣
伊奈叢書Ⅱ｢小室小学校日誌－明治32年５
月～大正２年３月－｣

既 刊

新 刊

｢伊奈叢
そう

書
しょ

Ⅰ戦前の村役場文書｣･｢伊奈叢書Ⅱ小室

小学校日誌－明治32年５月～大正２年３月｣を発刊



伊奈町役場　�721-2111� 伊奈町役場　�721-2111� 暮らし・いきいき 暮らし・いきいき 
※掲載希望の方は、掲載希望月の前月5日までに、持参または郵送で秘書広報係まで。ただし月により締切りは変わることもありますので詳しくはお問い合わせください。�

私
立
幼
稚
園
等
に
通
園
し
て
い

る
園
児
の
保
護
者
に
対
し
て
、
幼

稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
区
分
に
よ

り
保
育
料
等
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。詳

し
く
は
各
幼
稚
園
ま
た
は
教

育
委
員
会
総
務
課

２
５
２
１
へ

内�

埼
玉
県
で
革
靴
製
造
業
に
か
か

る
製
甲
ま
た
は
底
付
け
の
業
務
に

従
事
す
る
家
内
労
働
者
の
最
低
賃

金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に

は
、
新
た
な
最
低
工
賃
額
以
上
の

工
賃
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
賃
金

室
�
６
０
０
―
６
２
０
５
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

町
で
は
、
町
内
業
者
へ
の
受
注

機
会
の
拡
大
を
目
的
と
し
、
小
規

模
な
工
事
等(

50
万
円
以
下
の
建

設
工
事
全
般)

の
契
約
を
希
望
す

る
町
内
業
者
の
登
録
を
受
け
付
け

上
尾
地
方
交
通
安
全
協
会
で

は
、
交
通
安
全
を
目
指
し
て
優
良

運
転
者
を
表
彰
し
ま
す
。

表
彰
基
準

①
５
年
・
10
年
・
15

年
・
20
年
・
25
年
・
30
年
・
35
年

以
上
無
事
故
無
違
反
の
方
②
今
ま

で
に
同
年
数
の
表
彰
を
受
け
た
こ

と
の
な
い
方
③
今
ま
で
に
県
警
察

本
部
長
・
交
通
部
長
以
上
の
表
彰

を
受
け
た
こ
と
の
な
い
方
（
た
だ

し
、
25
年
以
上
無
事
故
・
無
違
反

の
方
は
③
の
基
準
は
除
く
）

申
請
に
必
要
な
書
類

①
表
彰
申

請
書
②
自
動
車
安
全
セ
ン
タ
ー
発

行
の
無
事
故
無
違
反
証
明
書
（
平

成
17
年
６
月
１
日
以
降
に
発
行
し

た
も
の
）
③
職
業
運
転
経
歴
証
明

書
（
職
業
運
転
者
３
年
以
上
５
年

未
満
申
請
の
場
合
の
み
必
要
）
④

交
通
安
全
協
会
会
員
証

提
出
・

上
尾
地
方
交
通
安
全

協
会
事
務
局
�
７
７
１
―
４
１
７

６
ま
た
は
町
生
活
安
全
課

２
２

８
２

提
出
期
限

７
月
29
日
�

表
彰
式

９
月
24
日
�
上
尾
市
文

化
セ
ン
タ
ー

※
申
請
書
類
は
提
出
先
窓
口
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

内�

問�

て
い
ま
す
。(

た
だ
し
、
こ
の
登

録
は
契
約
を
約
束
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん)

対
象

町
内
に
主
た
る
事
業
所
を

置
き
、
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格

申
請
を
し
て
い
な
い
業
者

受
付

総
務
課
窓
口
に
て
随
時

総
務
課
管
財
係

２
２
７

２
・
２
２
７
３

内�

問�

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
町

内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に
夏
季
見

舞
品
を
支
給
し
ま
す
。

支
給
対
象
者

①
生
活
保
護
世
帯

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
･
２
級
所

持
者
③
療
育
手
帳

・
Ａ
所
持

者
④
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
所
持

者
⑤
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
⑥
準

Ａ�

要
保
護
者
⑦
ね
た
き
り
老
人
手
当

受
給
者

支
給
品

タ
オ
ル
セ
ッ
ト
・
お
買

い
物
券
１，

５
０
０
円
分(

町
商

工
会
発
行)

支
給
時
期

８
月
に
地
区
担
当
民

生
委
員
・
児
童
委
員
が
お
届
け
し

ま
す
。６

月
９
日
�
か
ら
７
月
７
日

�
ま
で
に
所
定
の
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
・
押
印
の
う
え
、
社

会
福
祉
協
議
会
ま
た
は
地
区
担
当

民
生
委
員
・
児
童
委
員
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。(

そ
の
他
伊
奈

町
高
齢
障
害
課
・
健
康
生
活
課
で

も
受
付)

※
申
込
書
は
各
提
出
先
に
あ
り
ま

す
。

社
会
福
祉
協
議
会

�
７
２
２
―
９
９
９
０

問� 申�
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各種無料相談�各種無料相談�6月�各種無料相談�
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金

優
良
運
転
者
を
表
彰

小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
制
度

夏
季
見
舞
品
を
支
給
し
ま
す

埼
玉
県
革
靴
製
造
業
最
低

工
賃
の
改
正

●町長相談 企画課 2214
ところ／役場2階町長公室
町政全般について、町長が直接相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。

●教育相談 教育委員会 2521
と　き／8・22日（第2・4水曜）9：00～12：00

ところ／役場２階第７会議室
教育長が、教育問題についての相談に応じます。
※希望者は、事前に連絡してください。

●暴力団被害相談 生活安全課 2282
と　き／14日（第２火曜）13：00～16：00

ところ／役場２階第８会議室
上尾警察署員が暴力団員等による不当な行為で困っ
ている方の相談に応じます。

●行政相談 住民相談室 2191
と　き／21日（第３火曜）10：00～12：00

ところ／役場２階第８会議室
行政相談委員が、国・県・町の行政に関する要望や
苦情などの相談に応じます。

●事業とくらしの相談 住民相談室
と　き／15日（第３水曜）13：00～16：00

ところ／役場２階第８会議室
行政書士が会社設立、農地転用、開発許可、相続等
の手続きの相談に応じます。

●法律相談　　　　　 住民相談室
と　き／24日（第４金曜）13：00～15：00

受　付／12：00～14：30受付順
ところ／役場２階第８会議室
弁護士が、契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟
の手続きなどの相談に応じます。

●税の相談　　　　　　　　　　税務課 2152
と　き／23日�　10：00～15：00

受　付／税務課
大宮税務相談室係官が、相続税・贈与税などの相談
に応じます。

●消費生活相談　　　　　　産業振興課 2241
と　き／2・9・16・23・30日 10：00～15：00

ところ／役場２階第８会議室
消費生活専門相談員が消費者契約トラブル等の相談
に応じます。

●女性相談 人権推進課 2219
と　き／８日（第２水曜）10：00～12：00

ところ／役場２階第８会議室
女性相談員が、女性のための相談に応じます。

※第２相談室は第８会議室に名称がかわりました。

●児童相談　　　　　　　　健康生活課 2143
と　き／28日�　10：00～15：00

ところ／総合センター内 児童館
家庭児童相談員が、子どものしつけや生活について
の相談に応じます。

●結婚相談　　　社会福祉協議会�722ー9990
と　き／19日�　9：30～11：30

ところ／総合センター内 ボランティアビューロー
相談員が結婚を希望する方の相談に応じます。

●心配ごと相談　 社会福祉協議会
と　き／8・22日（第２・４水曜）9：00～12：00

ところ／ふれあい福祉センター相談室
民生委員・児童委員が、生活上の迷い、困りごとの
相談に応じます。
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